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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式〔化１〕：
【化１】

［式中、Ｒ１はＯ原子またはＳ原子であり、Ｒ２は（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｎの二価官能基であっ
て、ここでｎは１～１０の整数であり、Ｒ３はＨ原子またはメチル基である］
で示される第一の単量体と、
　フェニルチオエチルアクリレート、ナフタレニルチオエチルアクリレート及びフェニル
チオエチルメタクリレートからなる群より選ばれた少なくとも一つの化合物である第二の
単量体と、



(2) JP 5205148 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

　脂肪族ウレタンジアクリレート及び脂肪族ウレタントリアクリレートからなる群より選
ばれた少なくとも一つの化合物である増粘剤と
を含んでなる光学組成物であって、
前記第一の単量体と前記第二の単量体は、４５：５０～８０：２０の重量割合で含まれ、
互いに重合可能であることを特徴とする光学組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学組成物及びその応用に関し、特に、輝度上昇フィルムの形成に用いられ
る光学組成物、並びに、該組成物を用いて製造された集光シート及び集光シートの製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　輝度上昇フィルム（ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　ｆｉｌｍ，ＢＥ
Ｆ）は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）におけるバックライトユニットからの光を屈折及び
反射させながら使用者の視野範囲内に集中することができるものであるので、液晶ディス
プレイまたは他の集光シートの面上に敷設されると、液晶ディスプレイの輝度を上昇させ
るだけでなく、バックライトユニットの発光の使用効率を高めて残光の熱に転化して液晶
ディスプレイの品質を劣化させる可能性を下げ、液晶ディスプレイの寿命を長くさせる効
果も有する。
【０００３】
　集光シートは一般に、アクリル系単量体を含む光学組成物（液体）を、光の透過できる
基板に塗布して重合により硬化させ、該基板の面上に輝度上昇フィルムを形成することに
より製造する。アクリル系単量体をベースとする輝度上昇フィルムは、集光シートに高屈
折率を与え、その輝度を上昇させる。
【０００４】
　そして、現在までの研究によると、重合により硬化した輝度上昇フィルムの屈折率は、
使用された光学組成物の重合前の屈折率と大差がなく、重合前の光学組成物の屈折率によ
り直接評価してもよい。そして、輝度上昇フィルムの屈折率が評価されると、従来のもの
と大差のない基板を有する集光シートの屈折率も簡単に評価できる。
【０００５】
　例えば、フェニルチオ構造を持つアクリル系単量体をベースとして含む光学組成物は屈
折率が高いので、重合により高屈折率の輝度上昇フィルムを形成できることが推測できる
。
【０００６】
　現在までの実績をもっと詳しく考察すると、集光シートの輝度上昇フィルム形成に使わ
れる光学組成物は、通常、高屈折率の、フェニルチオ構造を持つアクリル系単量体（例え
ば、フェニルチオエチルアクリレート；ＰＴＥＡ）をベースとして含む。また、ビスフェ
ノールＡ構造のアクリル系単量体やエポキシアクリレートのオリゴマーを更に含有してい
るものもよく使用されている。しかし、このような光学組成物も、それによりなる輝度上
昇フィルムも、如何に工夫されてもその屈折率が１．５５未満である。
【０００７】
　ところで、前記高屈折率のフェニルチオ構造を持つアクリル系単量体の他に更に臭素置
換基を有する高屈折率のオリゴマーを含有させることにより、高屈折率の輝度上昇フィル
ムや集光シートを製造する技術が提案されている（特許文献１、特許文献２、特許文献３
、特許文献４、特許文献５、特許文献６）。この技術によると、１．５５～１．６の高屈
折率の輝度上昇フィルムを製造することが確かにできるが、その光学組成物中にハロゲン
（臭素）が含まれているため、環境に悪い影響を与える恐れがあって敬遠されている。
【０００８】
　一方、ジフェニルサルファイド類のアクリル系単量体（例えば、４，４’－ビス（メタ
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クロイルチオ）ジフェニルサルファイド）と他のアクリル系単量体とが含まれている光学
組成物により輝度上昇フィルムや集光シートを形成する技術が特許文献７と特許文献８に
開示されている。このような光学組成物で形成した輝度上昇フィルムは、屈折率が１．６
を超えるほど高いだけでなく、環境に悪い影響を与えるハロゲンも含有していないが、ジ
フェニルサルファイド類のアクリル系単量体は、高価であるばかりでなく、通常使用され
ているアクリル系単量体に溶けることができないので、特定のアクリル系単量体と組み合
わせなければ、輝度上昇フィルムや集光シートを製造することができず、コストの面から
みれば、まだまだ実用化できない。
【特許文献１】ＵＳ２００６/０１９９０９５ Ａ１号公報
【特許文献２】ＵＳ２００６/００６９２２２ Ａ１号公報
【特許文献３】ＵＳ７０８７６５９ Ｂ２号公報
【特許文献４】ＵＳ６８３３３９１ Ｂ１号公報
【特許文献５】ＵＳ２００４/０２４２７２０ Ａ１号公報
【特許文献６】ＵＳ２００６/０２９３４６３ Ａ１号公報
【特許文献７】ＥＰ０７３５０６２ Ａ１号公報
【特許文献８】ＵＳ５９６９８６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前記のように、従来の、集光シートにおける輝度上昇フィルムを形成するための光学組
成物や技術などの問題点を多方面から考察すると、本発明は、まず、集光シートの輝度上
昇フィルムを形成するための、屈折率が通常１．５５以上であり、組成成分が廉価で環境
に対しても優しい、光学組成物を提供することを目的とする。
　本発明は、また、その製造過程における輝度上昇フィルムの形成に前記光学組成物を使
用した集光シート、及び、該集光シートの製造方法を提供することを更なる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本発明は、まず、下記一般式〔化１〕：

【化１】

［式中、Ｒ１はＯ原子またはＳ原子であり、Ｒ２は（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｎの二価官能基であっ
て、ここでｎは１～１０の整数であり、Ｒ３はＨ原子またはメチル基である］
で示される第一の単量体と、アクリル基を有する第二の単量体とを、1：９～９：１の重
量割合で含有し、互いに重合可能である、光学組成物を提供する。本発明はまた、前記光
学組成物と光重合開始剤とを混合する工程、前記混合物を基板に塗布する工程、及び前記
基板に塗布した混合物を硬化させる工程を含んでなる集光シートの製造方法を提供する。
本発明は更に、該製造方法により製造した集光シート、即ち、基板と、前記基板上に形成
された輝度上昇フィルムとを含んでなる集光シートも提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　前記光学組成物、集光シート、及びその集光シートの製造方法に関わる本発明によると
、本発明の組成物乃至該組成物により形成された輝度上昇フィルムは、通常１．５５以上
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の屈折率を有し、この屈折率は、従来のハロゲンを含有する組成物、及びジフェニルサル
ファイド類のアクリル系単量体などの高価な化合物を含有する組成物からなるフィルムに
匹敵する１．６以上にもなり得る（下記実施形態の実験データ（表２参照））。また、本
発明の組成成分は廉価で環境に対しても優しいので、本発明のフィルムは非常に実用的で
あり、産業上の利用価値がかなり高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の詳細を説明する。
　本発明の光学組成物は、下記一般式〔化１〕：
【化２】

［式中、Ｒ１はＯ原子またはＳ原子であり、Ｒ２は（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｎの二価官能基であっ
て、ここでｎは１～１０の整数であり、Ｒ３はＨ原子またはメチル基である］
で示される第一の単量体と、アクリル基を有する第二の単量体とを、1：９～９：１の重
量割合で含有する。
【００１３】
　第一の単量体は、Ｒ１がＳ原子である場合、Ｏ原子の場合より屈折率が高い。
　第二の単量体としては、通常の輝度上昇フィルムの製造に使われているアクリル系単量
体を利用することができる。
　この光学組成物は、第一と第二の単量体におけるアクリル基により重合できるので、集
光シートの輝度上昇フィルムを構成することができる。
　また、第一の単量体は高屈折率を有するが、粘度が非常に高いため、第二の単量体が第
一の単量体の溶剤として存在し、光学組成物全体を重合反応が容易に行える液体状態（溶
液）にする。従って、第二の単量体として、屈折率が１．４５以上であって粘度が１００
ｃｐｓ以下であるものを使用することが好ましい。
　そして、第一の単量体と第二の単量体との重量割合が９：１を超えると、組成物の粘度
が高くなりすぎるので、組成物の重合操作が困難となる一方、割合が１：９より少ないと
、組成物の屈折率が低くなりすぎる。そのため、第一の単量体と第二の単量体との重量割
合が１：９～９：１の範囲にあるのが望ましい。そして、その光学組成物の粘度は、４０
～２５０００ｃｐｓの範囲にあるのが好ましく、５０～１５０００ｃｐｓの範囲にあるの
がより好ましい。
【００１４】
　第一の単量体の例として、一般式〔化１〕におけるＲ１がＯ原子、Ｒ２がＣ２Ｈ４Ｏ、
Ｒ３がＨ原子であり、１．６１５の高い屈折率を有する、９，９－ビス（４－（２－アク
リロイルオキシエトキシル）フェニル）フルオレンが挙げられる。
【００１５】
　第二の単量体の例としては、モノアクリレート、モノメタクリレート、ジアクリレート
、ジメタクリレートまたはそれらの一種以上の混合物が挙げられる。そのうち、モノアク
リレート、モノメタクリレートまたはそれらの一種以上の混合物が好ましい。
【００１６】
　モノアクリレートの例としては、フェニルチオエチルアクリレート（ＰＴＥＡ）、２－
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フェノキシエチルアクリレート（ＰＥＡ）、ナフタレニルチオエチルアクリレート（ＮＴ
ＥＡ）、フェノキシジエチレングリコールアクリレート、フェノキシポリエチレングリコ
ールアクリレート、ヘキサデシルアクリレート、ネオペンチルグリコールプロポキシレー
トジアクリレート、ラウリルアクリレートまたはそれらの一種以上の混合物が挙げられる
。そのうち、ＰＴＥＡ、ＰＥＡ、ＮＴＥＡまたはそれらの一種以上の混合物が好ましい。
【００１７】
　モノメタクリレートの例としては、２－フェノキシエチルメタクリレート（ＰＥＭＡ）
、フェニルチオエチルメタクリレート（ＰＴＥＭＡ）、メトキシポリエチレングリコール
メタクリレートまたはそれらの一種以上の混合物が挙げられる。そのうち、ＰＥＭＡ、Ｐ
ＴＥＭＡまたはそれらの一種以上の混合物が好ましい。
【００１８】
　ジアクリレートの例としては、ポリエチレングリコールジアクリレート、１，１０－デ
カンジオールジアクリレート、エトキシ化シクロヘキサンジメタノールジアクリレート、
エトキシ化２－メチル－１，３－プロパンジオールジアクリレートまたはそれらの一種以
上の混合物が挙げられる。
【００１９】
　ジメタクリレートの例としては、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレング
リコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレング
リコールジメタクリレート、１，３－ブタンジオールジメタクリレート、１，６－ヘキサ
ンジオールジメタクリレートまたはそれらの一種以上の混合物が挙げられる。
【００２０】
　従って、前記第二の単量体は、ＰＴＥＡ、ＰＥＡ、ＮＴＥＡ、ＰＥＭＡ、ＰＴＥＭＡま
たはそれらの一種以上の混合物が好ましく、特にＰＴＥＡ、ＰＥＡ、ＮＴＥＡまたはＰＴ
ＥＭＡがより好ましい。
【００２１】
　また、必要に応じ、組成物に、増粘剤、レべリング剤、滑剤、帯電防止剤、消泡剤また
は紫外線吸収剤などから選択される一種以上の添加剤を添加してもよい。
　前記増粘剤として、脂肪族ウレタンジアクリレート、脂肪族ウレタントリアクリレート
、低酸価接着促進剤またはそれらの一種以上の混合物を使用することが好ましい。
　なお、光学組成物の屈折率にあまり影響を与えないために、前記添加剤を含有させる場
合には、組成物全体を基準に１０重量％以下とすることが好ましい。
【００２２】
　本発明の集光シートの製造方法として、例えば、本発明の光学組成物と光重合開始剤と
を混合する工程、前記混合物を基板に塗布する工程、及び前記基板に塗布した混合物を硬
化させる工程を含んでなる方法が挙げられる。
【００２３】
　前記光重合開始剤は、前記混合物全体の１～１５重量％の範囲となるように配合するの
が好ましい。
　光重合開始剤の例としては、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－メチ
ル－１－（４－（メチルチオ）フェニル）－２－（４－モルホリニル）－１－プロパノン
、フェニルビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）ホスフィンオキシド、ジフェニル
（２，４，６－トリメチルベンゾイル）ホスフィンオキシド、２－ヒドロキシ－２－メチ
ル－１－フェニル－１－プロパノンまたはそれらの一種以上の混合物が挙げられる。
【００２４】
　前記硬化工程では、紫外線の照射により前記混合物を硬化させる。紫外線の照射は、２
４０ｎｍ～３６０ｎｍの波長、１～１０００ｍＪ／ｃｍ２、特に、１００～５００ｍＪ／
ｃｍ２の照射量で行うことが好ましい。
【００２５】
　前記製造方法による本発明の集光シートは、基板と前記基板上に形成されている輝度上
昇フィルムとを含んでなる。その輝度上昇フィルムは、本発明の光学組成物と光重合開始
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剤との液体混合物を前記基板上に塗布し、紫外線の照射によって硬化させることにより形
成することができる。
【００２６】
　その輝度上昇フィルムは、１０μｍ～３０μｍの範囲の厚さであることが好ましい。
【００２７】
　その基板の例としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタ
レート（ＰＥＮ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリカーボネート（ＰＣ）またはポリメチルメ
タクリレート（ＰＭＭＡ）が挙げられる。基板の厚さは、１６μｍ～２５０μｍの範囲に
あるのが好ましい。
　また、前記基板は、透明プラスチック材からなる底板と、前記底板上に形成されていて
通過する光を散乱させることができる拡散フィルムとを含んでなる。
　本発明の好ましい態様は、以下を包含する。
［１］下記一般式〔化１〕：
［化１］

［式中、Ｒ１はＯ原子またはＳ原子であり、Ｒ２は（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｎの二価官能基であっ
て、ここでｎは１～１０の整数であり、Ｒ３はＨ原子またはメチル基である］
で示される第一の単量体と、
アクリル基を有する第二の単量体とを、
1：９～９：１の重量割合で含有し、互いに重合可能であることを特徴とする光学組成物
。
［２］前記第二の単量体の屈折率が１．４５以上であり、粘度が１００ｃｐｓ以下である
ことを特徴とする上記［１］に記載の光学組成物。
［３］前記第一の単量体は、９，９－ビス（４－（２－アクリロイルオキシエトキシル）
フェニル）フルオレンであることを特徴とする上記［１］に記載の光学組成物。
［４］前記第二の単量体は、モノアクリレート、モノメタクリレート、ジアクリレート及
びジメタクリレートからなる群より選ばれた少なくとも一つの化合物であることを特徴と
する上記［１］に記載の光学組成物。
［５］前記モノアクリレートは、フェニルチオエチルアクリレート、２－フェノキシエチ
ルアクリレート、ナフタレニルチオエチルアクリレート、フェノキシジエチレングリコー
ルアクリレート、フェノキシポリエチレングリコールアクリレート、ヘキサデシルアクリ
レート、ネオペンチルグリコールプロポキシレートジアクリレート及びラウリルアクリレ
ートからなる群より選ばれた少なくとも一つの化合物であることを特徴とする上記［４］
に記載の光学組成物。
［６］前記モノメタクリレートは、２－フェノキシエチルメタクリレート、フェニルチオ
エチルメタクリレート及びメトキシポリエチレングリコールメタクリレートからなる群よ
り選ばれた少なくとも一つの化合物であることを特徴とする上記［４］に記載の光学組成
物。
［７］前記ジアクリレートは、ポリエチレングリコールジアクリレート、１，１０－デカ
ンジオールジアクリレート、エトキシ化シクロヘキサンジメタノールジアクリレート及び
エトキシ化２－メチル－１，３－プロパンジオールジアクリレートからなる群より選ばれ
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た少なくとも一つの化合物であることを特徴とする上記［４］に記載の光学組成物。
［８］前記ジメタクリレートは、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリ
コールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリ
コールジメタクリレート、１，３－ブタンジオールジメタクリレート及び１，６－ヘキサ
ンジオールジメタクリレートからなる群より選ばれた少なくとも一つの化合物であること
を特徴とする上記［４］に記載の光学組成物。
［９］前記モノアクリレートは、フェニルチオエチルアクリレート、２－フェノキシエチ
ルアクリレート及びナフタレニルチオエチルアクリレートからなる群より選ばれた少なく
とも一つの化合物であり、また、前記モノメタクリレートは、２－フェノキシエチルメタ
クリレート及びフェニルチオエチルメタクリレートからなる群より選ばれた少なくとも一
つの化合物であることを特徴とする上記［４］に記載の光学組成物。
［１０］増粘剤、レべリング剤、滑剤、帯電防止剤、消泡剤及び紫外線吸収剤からなる群
より選ばれた少なくとも一つを更に添加剤として含有することを特徴とする上記［１］に
記載の光学組成物。
［１１］前記増粘剤は、脂肪族ウレタンジアクリレート、脂肪族ウレタントリアクリレー
ト及び低酸価接着促進剤からなる群より選ばれた少なくとも一つであることを特徴とする
上記［１０］に記載の光学組成物。
［１２］前記添加剤は、組成物全体を基準に１０重量％以下含まれていることを特徴とす
る上記［１０］に記載の光学組成物。
［１３］上記［１］に記載の光学組成物と光重合開始剤とを混合する工程、
前記混合物を基板に塗布する工程、及び
前記基板に塗布した混合物を硬化させる工程
を含んでなる集光シートの製造方法。
［１４］前記混合工程において、前記光重合開始剤を、前記混合物全体を基準に１～１５
重量％含有させることを特徴とする上記［１３］に記載の集光シートの製造方法。
［１５］前記混合工程において、前記光重合開始剤として１－ヒドロキシシクロヘキシル
フェニルケトン、２－メチル－１－（４－（メチルチオ）フェニル）－２－（４－モルホ
リニル）－１－プロパノン、フェニルビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）ホスフ
ィンオキシド、ジフェニル（２，４，６－トリメチルベンゾイル）ホスフィンオキシド及
び２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－１－プロパノンからなる群より選ばれた
少なくとも一つの化合物を使用することを特徴とする上記［１３］に記載の集光シートの
製造方法。
［１６］基板と、
上記［１］に記載の光学組成物と光重合開始剤との混合物を前記基板上に塗布して硬化さ
せることにより形成された輝度上昇フィルム
とを含んでなることを特徴とする集光シート。
［１７］前記輝度上昇フィルムは、１０μｍ～３０μｍの範囲の厚さであることを特徴と
する上記［１６］に記載の集光シート。
［１８］前記基板は、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリイ
ミド、ポリカーボネート及びポリメチルメタクリレートからなる群から選ばれた材料から
形成されたものであることを特徴とする上記［１６］に記載の集光シート。
［１９］前記基板は、透明であるプラスチックの底板と、前記底板上に形成されていて通
過する光を散乱させることができる拡散フィルムとを含んでなることを特徴とする上記［
１６］に記載の集光シート。
【実施例】
【００２８】
　以下、実施例と比較例を挙げて本発明の技術をより具体的に説明する。なお、実施例と
比較例に使用された単量体や増粘剤、光重合開始剤、基板は、略号で記載されているが、
それらの意味は以下の通りである。
【００２９】
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【表１】

【００３０】
　表２に示したように、まず実施例と比較例の各成分を混ぜて、各光学組成物を準備した
。次に、光学組成物と光重合開始剤とを混合し、該混合物をＰＥＴ基板に塗布し、波長２
４０～３６０ｎｍの紫外線を１０秒間照射することにより混合物を硬化させ、基板の上に
２５μｍの輝度上昇フィルムを形成し、集光シートを得た。そして、実施例と比較例の各
光学組成物と集光シートを次のような方法で評価した。評価した結果は、表２に示した通
りである。
【００３１】
〔評価方法〕
　（１）光学組成物の粘度
　２５℃において、粘度計（ブルックフィールド（ＢＲＯＯＫＦＩＥＬＤ）社製、ＭＯＤ
ＥＬ：ＤＶ－Ｉ＋）で光学組成物の粘度を測定する。
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　（２）光学組成物の屈折率
　２０℃において、ＡＢＢＥ屈折計（ＡＴＡＧＯ社製）で、光学組成物の波長５８９ｎｍ
の光に対する屈折率を測定する。
　（３）輝度上昇フィルムの基板に対する密着力
　集光シートにおける輝度上昇フィルムの基板に対する密着力を、クロスカット剥離試験
機（ＺＥＨＮＴＮＥＲ社製、ＭＯＤＥＬ：ＺＣＣ２０８７）で、ＡＳＴＭ　Ｄ３３５９－
０２で規範されている方法に基づいて測定し、且つ、測定した密着力を、一番弱い密着力
から一番強い密着力まで０Ｂ～５Ｂの尺度で評価する。
　密着力は、３Ｂの場合、剥離率が５～１５％であり、３Ｂまたはそれ以上で合格と見な
される。
　（４）集光シートの輝度
　ＥＦＵＮ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社製の、３４２０ｎｉｔｓの輝度をもつバックライト
を備えているバックライトユニットを使用して、輝度計（トプコン社製、ＭＯＤＥＬ：Ｓ
Ｒ３Ａ）で集光シートの輝度を測定する。
　（５）耐候性
　集光シートの耐候性は、下記の熱テストと湿潤テストとに分けて評価する。
　　（ａ）熱テスト：集光シートを温度８５℃のチャンバー内に５００時間曝してから、
その輝度を測定する。
　　（ｂ）湿潤テスト：集光シートを温度６５℃及び湿度９５％のチャンバー内に５００
時間曝してから、その輝度を測定する。
【００３２】

【表２】

【００３３】
　表２に示したデータから分かるように、実施例１～７の特性は、比較例より遥かに優れ
ていた。
【００３４】
　例えば、実施例の屈折率はすべて１．５５０以上であり、輝度はすべて５３１６～５８
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は５０９５ｎｉｔｓである。
【００３５】
　また、実施例４では、増粘剤を使わなくても、その輝度上昇フィルムの基板との密着力
は４Ｂの高い評価が得られた。即ち、ＡＳＴＭ　Ｄ３３５９－０２に基づく剥離試験によ
ると、その輝度上昇フィルムは５％以下の低い剥離率を有する。
　それに対し、比較例の場合では、増粘剤を使ったにもかかわらず、輝度上昇フィルムの
基板との密着力は３Ｂの評価しか得られなかった。言うまでもないことだが、仮に増粘剤
を添加しなければ、密着力はもっと弱いと判断できる。
【００３６】
　耐候性試験における熱テスト及び湿潤テストのデータをみてみると、テスト後の輝度は
、実施例であっても、比較例であっても、いずれもテスト前の輝度に比べて若干低下した
が、実施例のテスト後の輝度は、やはりテスト前の比較例の輝度より高いことが分かる。
なお、集光シートの輝度は使用時間の経過と共に徐々に低下するので、元来の輝度が高い
方が当然使用寿命もより長いことが分かる。そのため、本発明の集光シートは従来の集光
シートより寿命が長いことが推測できる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　叙上のように、本発明の光学組成物は、１．５５以上の屈折率を有し、従来のハロゲン
を含有している組成物、及びジフェニルサルファイド類のアクリル系単量体などの高価な
化合物を含有している組成物に匹敵する１．６以上の屈折率も有し得、集光シートの製造
において、屈折率１．５５以上または１．６以上の輝度上昇フィルムを形成する。また、
該組成物は、廉価な成分からなり、製造時に環境に対して有害な状況も起こらないので、
非常に実用的であり、有利である。
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